
3．職員の配置状況について   

0 1センターあたりの職員（センター長、事務職員等は除く）の配置人数（※）別  

に見たセンターの状況は、以下の通りである。  

平成20年調査  平成19年調査  平成18年調査  

（平成20年4月末）  （平成19年4月末）  （平成18年4月末）   

人数   箇所   割合   箇所   割合   箇所   割合  

172   4．3％   133   3．5％   52   1．5％   

1  185   4．7％   149   3．9％   73   2．1％   

9  478   12．0％   413   10．8％   236   6．9％   

6  2，600   65．4％   2，596   67．8％   2，546   74．1％  

541   13．6％   540   14．1％   529   15．4％   

計   3，976   100．0％   3，831   100．0％   3，436   100．0％   

12人以上  

9人以上～  

6人以上～  

3人以上～  

3人未満  

配置人数別センター数  

（センター数）  

平成20年調査  

（平成20年4月末）  

平成19年調査  

（平成19年4月末）  

平成18年調査  

（平成18年4月末）  

匝3人未満 □3人以上～6人未満 □6人以上～9人未満□9人以上～12人未満■12人以上  

※ 職員数については、全ての常勤換算（当該事業所の従事者の勤務延時間数を  

当該事業所において常勤の従事者数が勤務すべき時間数で除することにより、  

当該事業所の従業員の員数に換算する方法）による  
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01センターあたりの職員（センター長、事務職員等は除く）の配置状況は、   

以下のとおりとなっている。  

（1）包括的支援業務に従事する者  

地域包括支援センターで包括的支援業務に従事している者の数は15，045．8  

人となっている。  

センター1ケ所あたりの  

平均人数（人）   

平均人数   3．8   

保健師   

（準ずる者を含む）   
1．5  

社会福祉士   
1．2   

（準ずる者を含む）   

主任介護支援専門員   1．1   

センター1ケ所あたりの平均人数  

国保健師  
（準ずる者を含む）  

■社会福祉士  
（準ずる者を含む）  

口主任介護支援専門員  

※1 包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務している者を含む。  

※2 1ケ所あたりの平均人数とは、包括的支援業務に従事する者（15．045．8人）を、全国の地  

域包括支援センター設置数（3，976ケ所）で除したものである。   

（2）介護予防支援業務に従事する者  

介護予防支援事業所で介護予防支援業務に従事している者の数は17，601．0   

人）となっている。  

事業所1ケ所あたりの  

平均人数（人）   

平均人数   4．4   

保健師   0．8   

経験のある看護師   0．6   

社会福祉士   1．2   

介護支援専門員   1．8   

高齢者保健施股に関する相戦援助薫捌こ3年以   

上従事した社会相祉主事   
0．02  

事業所1ケ所あたりの平均人数  

臼保健師  

■軽験のある看護師  

□社会福祉士  

□介護支援専門員  

■高齢者㈱こ関する  相談鰯助業務に3年以上  従事 

した社会福祉主事  

※1 介護予防支援業務と包括的支援業務を兼務している者を含む。  

※21ケ所あたりの平均人数とは、包括的支援業務に従事する者（17，601人）を、全国の地域包  

括支援センター設置数（3，976ケ所）で除したものである。  

－6 －  
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（3）包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務している者  

全国の地域包括支援センターで包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務して  

いる者の数は13，533．0人となっている  

センター1ケ所あたりの  

平均人数（人）  

3．4   

1．3   
む  

1．1   
ヽ 凹  

門島   1．0   

センター1ケ所あたりの平均人数  

平均人数  
国保塵師  

（準ずる者を含む）  

■社会福祉士  
（準ずる者を含む）  

□主任介護支援専門員  

8              保健師 （準ずる者を含  

社会福祉士  

（準ずる者を含む  

主任介護支援専  

※ 1ケ所あたりの平均人数とは包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務する者（13，533．0   

人）を全国の地域包括支援センター設置数（3，976ケ所）で除したものである。  

4．介護予防支援実施人数及び委託割合について（平成20年4月末日時点）  

平成20年調査  平成19年調査  平成18年調査  

（平成20年4月末）  （平成19年4月末）  （平成18年4月末）   

実施件数  （A）   703，991件   656，268件   61，700件   

i委託されている件数  （B）   243，127件   270．613件   44．119件   

托している割合  （B／A）   34．5％   41．2％   71．5％   

支援業務に従事する職員  （C）   17，601人   16，064人  

の介護予防支援の実施件数   （A／C）   40．0件   40．9件  

除いた場合  （A一日）／C）   26．2件   24．0件  

介護予防支援  

うち一部  

一部委託  

指定介護予防  

職員一人あたり  

委託の件数を  

※ 平成18年調査においては「指定介護予防支援業務に従事する職員数」を調査していない。  

ー 7 －  
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5．包括的支援業務の実施状況等  
（1）総合相談件数 6，882，627件   

（＊）権利擁護関係の相談も含む。  

（2）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（関係機関との連携状況）  
ヽ  

有リ  無し  

箇所   割合   箇所   割合   

医療機関との連携   3，737   94．0％   239   6．0％   

介護保険サービス事業所との連携   3，9‖   98．4％   65   1．6％   

地域のインフォーマルサービスとの連携   3．689   92．8％   287   7．2％   

公的機関との連携   3，883   97．7％   93   2．3％   

入院（所）・退院（所）時の連携   3，795   95．4％   181   4．6％   
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（3）介護支援専門員に対する個別支援  

有り  無し  

箇所   割合   箇所   割合   

相談窓口   3，847   96．8％   129   3．2％   

支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応   3，836   96．5％   140   3．5％   

個別事例に対するサービス担当者会議開催支援   3，511   88．3％   465   11．7％   

質の向上のための研修   3，168   79．7％   808   20．3％   

ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員の   3．203   80．6％   773   19．4％   

ケアマネジメントの指導   

介護支援専門員同士のネットワーク構築   3，278   82．4％   698   17．6％   

介護支援専門員に対する情報支援   3．772   94．9％   204   5．1％   

ケアプランの趣旨に基づいてサービスが提供され   2，522   63．4％   1，454   36．6％   

るよう、居宅サービス事業所等への研修等の働き   

かけ   

その他   1．053   26．5％   2．923   73．5％   
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○ 介護予防事業、任意事業の受託の有無について   

（4）介護予防事業の受託の有無（予定含む）  

有り  無し  

箇所   割合   箇所   割合   

介護予防事業（普及啓発事業等）の受託   2，404   60．5％   1，572   39．5％   

（5）任意事業の受託の有無（予定含む）  

有り  1無し  

箇所   割合   箇所   割合   

任意事業の受託   1，7‖   43．0％   2．265   57．0％   

一8－  
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6．運営協議会の開催数（予定含む）について  

○ 運営協議会の開催回数分布  

平成20年調査   平成19年調査   平成18年調査  

（平成20年4月末）   （平成19年4月末）   （平成18年4月末）  

366   299   565  

660   698   554  

301   381   240  

180   188   ‖5  

58   31   28   

上   80   42   27   

※ 運営協議会数については、準備委員会や調査時（平成20年4月末日時点）に   

おいて今年度の開催予定が未確定であった運営協議会も含むため、運営協議   

会数とセンター設置保険者数は一致しない。   

平成18年度は1回開催の運営協議会が最も多かったが、平成19年度では、2  

回開催が最も多く、20年度は3回開催が多く減少し、その分5回以上開催する予  

定の運営協議会が増加している。  
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○ 平成19年度開催の運営協議会における議事内容  

平成19年度開催の運営協議会において審議議題としてとりあげられた事項  

については、以下のとおり。  

議  題   
平成19年度の  平成18年度の  

審議内容  審議内容   

事業計画書及び収支予算書等の確認   1，231   1，022   

センターの運営に関する評価   1091   690   

介護保険以外のサービス等との連携体制の構築等   678   534   

センターの設置等に関する事項の承認   383   881   

センターの職員の確保に係る関係団体等との調整   217   317   

センターの運営に関する基準の作成   151   390   

その他   679   574   
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※ 上位3つの議事内容について、複数回答した結果を集計。  
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【都道府県】  
センター  
総数  イ広域達  合等の  ウ  エ  オ  力  キ  ク  ケ  コ  

構成市町村  社会福祉法人（社  

実数  割合  
†象険〈1  

実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合   
合計  3，976  1，48g  118  3，0？ふ  2．567  l，366  34．4qi  467  11．7％  448  11．3％  87  2．2％  70  1．8㌔  63  1．6％  21  0．5％  45  1．1％   
北海道   248  154  9  3，6㌔  94  30  12l？も  20  8，1？も  33  13．3％  4  l．6％  6  2．4％  0  0．09ム  D  0．0％  l  0．4？も   

2  青森県   58  30  0  000も  2∈i  17  29．3？l  5  射的  2  3．4ヤも  2  3．4？も  0  0．0％  0  D．0？乙  0  0．0％  2  3．4％   

3  岩手県   50  33  ；   一 ●・   17  9  18．0？も  5  10．0％  2  4．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．89も  0  0．0％    2．0％   

4  宮城県   †02  32  0  0，肌  70  38  37．3㌔  10  98％  8  7．8？も  0  0．0％  2  2．0％    1D．8曳  0  0．0％    t．0％   

5  秋田県   44  25  0  0．0ワも  19  14  318㌔  3  6，8㌔  2  4．5％  D  0．0％  0  0．0％  0  0，0％  0  0．0％  D  0．0％   

6  山形県   57  24  0  00ウム  33  18  31．6％  10  175（も  5  8－8％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  00％  0  0．09b   

了福島県  17  0  00％  94  38  34．2％  26  234％  8  7，2？も  2  1．8％  8  7．2％  0  0．0％  8  7．2％  4  36％  

茨城県   54  34  0  0．0㌔  20  6  11，1％  】2  22．2％  2  3．7％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0ウも  0  0．0％  0  0．0％  

栃木県   83  20  0  0．0サふ  63  40  48．2％  9  10．8％  10  12．0％    】．2％  0  0．D％  0  0．0％    1．2％  2  2．4％  

群馬県   38  34  0  0．0％  4    2．6％  2  53％  0  0，0％    2．6％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  

埼玉県   215  48  0  0．0％  167  83  38．6％  16  7．4％  46  21．4％  4  1．9％  3  1．4％    5．1％    0．5％  3  l．4％   

t2干葉県  99  56  0  0．0％  43  30  30．3㌔  4  4．0％  8  8．1％    1．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

13  東京都   341  26  0  0．0㌔  315  215  63．0％  】3  3．8％  50  14．7％  10  2．9％  4  1．2％  17  5．0％  4  1．2％  2  0．6％   

14  】神奈川県  278  10  0  0．0㌔  268  20丁  74．5？も  32  11．5％  22  7．9年i  2  0．7％  2  0．7％  0  0．0％  0  0．0％  3  十1ヽ   

15  新潟県   31  0  0．0％  80  45  40．5りi  18  】6．2％  12  10．8％    0．9％  0  0．0％  2  1．8％  D  0．0％  2  18％   

16  富山県   5l  丁  3 5．g¢も   44  2了  52．9％    2．0％  9  †7．6％    2．0％  0  0．0㌔  3  5，9％  0  0．0％  3  5．9％   

17  石川県   38  18  O O▲肌   20  6  15．8％  ■  2．6％  n  28．9％  l  2，6％  l  2．6％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

18  福井県   28    3  】0，7ウん    2  7．1％  2  7．19ム  5  17．9％  0  0．0％  2  7．1％  0  0，0？i  0  0．0％  0  0．0％   

19  山梨県   37  27  0  0．0％  10  5  13．5？i    2．7％  3  81％    2．7ケi  0  0．Dつi  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

20  長野県   118  84  18  15．3％  34  5  4．2qも  13  ‖．0％  】3  11．ORふ    0．8％  0  0．0％    0．8％  0  0．0％    0．8％   

2t  岐阜県   67  33    tO．4％  34    16．4㌔  13  柑．4％  9  13．4％    1．5％  0  0．0％  0  0，0％  0  0．0％  0  0．0％   

22  静岡県   120  23  0  0．0％    65  54．2日も  16  13．39b  10  8．3％  3  2．5％  0  0．D％  3  2．5％  0  0．0％  0  0，0％   

23  愛知県   174    2  lt％  155  49  28．2㌔  56  32．2％  30  17．2ワも    0．6％  8  4．6％  2  1．1％  0  0．0％  9  5．2％   

24  三重県   45  16  4  8．9％  29  5  ‖．1Pも  18  40．D％  5  ‖．1？も    2．2％  0  0．D％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

25  滋賀県   34  34  0  0．0％  0  0  0．0㌔  0  0．0％  0  0．D％  0  0．0％  0  0．D％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

26  京都府   94  16  0  0．0？ふ  78  51  54．3％  6  6．4％  12  12．8％  4  4．3，も  4  4．3％    1．1％  0  0．0％  0  0．0％   

27  大阪府   150  23  3  2．0㌔  127  57  38．0％  38  25．3％  柑  t2．0％  2  1．3％  】2  8．D㌔  0  0，0％  0  0．0％  0  0．0％   

28  兵庫県   174  38  0  0．0％  136  76  43．7勺も  15  8．6％  17  9．8％  4  2．3％  5  乙9％  ‖  6，3％    0．6％  7  4，0％   

29  奈良県   59  2fi  0  0．0％  31    18．8％  8  13．6％    18．6，も  0  0．0％    1．7％  0  0．0％  0  00％  0  00％   

30  和歌山県  42  25  0  0．0㌔    10  23．8％  5  11．9％  2  4．8％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

31  鳥取県   32  18  3  94％  14  9  28．1㌔  2  6．3％  3  9．4％  0  0．0％  0  0．0㌔  0  0．0％  0  0．D％  0  0．0％   

32  島根県   32    10  3t．3％  15  2  63％  12  37．5％  0  0．0％  0  0．0？も    3．1％  0  0．0ウも  0  0．0％  0  0．0％   

33  岡山県   56  22  0  0．0％  34  10  17．9㌔  4  7．1％    19．6？i  0  0．0％  8  14．3％  0  0．0？も  0  0．0％    1．8％   

叫広島県  104  27  0  0D㌔  77  42  40．4㌔  8  7．79ら  1了  163％  8  7．7％  0  0．0％  0  0．0ウム  0  0．0％  2  1．9％   

35  山口県   29  18  0  0．89i    4  13．8％  5  17．2％  0  0．0％  2  6．9％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  D．0％   

36  徳島県   33  13  0  0．0？占  20  12  364％  5  15．2％  2  6．1％    3．0％  0  0．0％  0  0．0？も  0  0．0％  0  D．0％   

37  香川県   24  23  0  0．0％    0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．07i  0  0．0％    4．2サi  0  0，0％  0  D．0％   

38  愛媛県   34  】9  0  0．0？も  】5  6  17．6％  2  5．9％  6  17．8％    2．9％  0  8．0㌔  0  0．09i  0  0．09i  0  D．0％   

39  高知県   34  31    29つも  3  0  0．0？も  3  88ウi  0  0．0？も  0  0．09ム  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％   

40  福岡県   皿  70  12  10．8㌔  41  】4  12．6％  2  1，8％  5  4．5％  15  13．5％  0  0．0％  0  0．0％  5  4．5％  0  0．0％   

41  佐賀県   21  t9  l引 7卜4ウ。   2    4．8％    4．8％  0  D，0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  009b   

42  長崎県   42  20  0  0．0％  22  8  】9．0％    2．4乍ふ    t4．3％  7  16．79b  0  0．D％  0  8．Oq■  0  0．0％  D  0．0％   

43  熊本県   80  30  0  0．0％  50  18  22．5％    13．8％    21．3％    t．3％    l．3％  0  0．0？も    1．3％    1．3％   

44  大分県   49    0  0．0？も  38  23  46．9％  6  】2．2％    143％  2  4．1％  0  0．0％  0  0．Oqも  0  0．0％  0  0．0％   

45  宮崎県   58  10  0  0．0％  4〔i  2D  34．5％  20  34．5％  4  6．9％  2  3．4つム  2  3．4㌔  0  0．0％  0  0．09も  0  0．0％   

46  鹿児島県  74  47  0  0，0％  27  23  31．1％  2  2．7％  2  2．7％  0  0．0％  0  0．0％  0  D．0つi  0  0．0％  0  0．0％   

47  沖縄県   43  32  20  46．5％  1－1  3  70％  5  1】，即ふ  3  7．0？ふ  0  0．D％  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％  0  00‰   

【政令市】  
センター  
総数   

合計  615  38   

札幌市   17  0   

2  仙台市   41  ロ   

3  さいたま市  25  ロ   

4  千葉市   】2  ロ   

5  横浜市   120  

6  川崎市   39  田   
7  新潟市   26  ロ   

8  静岡市   23  ロ   

9  浜松市   m  ロ   

】0  名古屋市  29  田   

京都市   61  ロ   

12  ，大阪市   24  ロ   
t3  堺市   

14  神戸市   74  8   

15  広島市   

北九州市  31  3】   

福岡市   7  つ              41  ロ   

ーー  
イ広域連合専の  ウ  エ  オ  力  キ  ウ  ケ  コ   
構成市町村  社会福祉法人（社  

随険く1  

実動  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合  実数  割合    実数  割合   
8    0  00？も  577  358  57．9？i    12．5㌔  67  tO．9％  23  3．7でも  22  3．6％  21  3．4％    0．2％    ＝） 1．6％   

0    0  0，0㌔  17  4  23．5り○  3  17．6％  7  41．2！ふ  0  0．0ウi  3  17．6％  D  0．0％  0  0．0％    0  0．0％   

0    0  0．0％  41  22  53．7りも  4  98％  3  了3％  0  0，0㌔  2  4．9？ふ  9  22．0％  0  0．0％    1  2．4％   

D    O  0．0㌔  25    680㌔  0  0．0勺も  5  20．0でも    4．0㌔  2  8．0％  0  0．0％  0  0．0サム    0  0．0％   

D    O  0．0㌔  12    75．0㌔  0  0，0？も  3  250㌔  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0？ふ  D  0．0％    0  0．0％   

D  O8．00。   t20  104  86．7サム  16  13，390  0  0．0？○  0  0．0？i  0  0．0％  0  0．0％  0  0．0％    O  D．0？ム   

D    O、 0．0『。   39  32  82l％  2  5．1％  3  7．7qも  0  0．Oqふ  0  0．0％  0  00％  0  0．0％    2  5．1ワら   

D    D  00？8  26  14  53．8％  2  7．7％  8  23．1％    3．8％  0  0．0％  2  了．7ウi  0  0．0％    1  3．8qb   

D    D  0．0％  23  17  73．9％  4  】7．4％  0  00％  0  0．0†ム  0  0．0ワム  2  8．7？も  0  0．0％    0  0．0％   

D    O  008℡  17  12  7D．6㌔  0  0．00乙  5  29．4？ム  0  0．0％  D  D．0？ふ  0  0．0％  0  0．0ウも    0  0．0％   

D    O  0．0？ら  29  3  lD3？8  17  586ヤム  4  138？も  0  0．D？ふ  5  17．2？i  0  0，0？も  0  0．0％    D  O．09も   

D    O  0．0乍ら   61  46  754？0  0  0．0？i  10  t6．4？ム  4  6．6％    1．6㌔  0  0．0ウi  0  0．0でら    0  0．0？i   

D    O㌘  0．0㌔   24  0  00％  24  】00．0％  D  0．Oqム  0  0．0％  0  0．0％  0  00？i  0  0．0％    0  00％   

つ    0  0．008  7  0  0．0ウら  0  0．0†ふ  0  0．0％  0  0、8％  ロ  100．0？i  0  0．00i  0  0．0％    0  0，0％   

8    0  0肌  74  38  51．4鴨  5  6．8？ら  14  18．9％  2  2．7？も  2  2．7％  8  1D．8？も  l  1．4％    4  5．4ワも   
〕    0  0．00占  41  31  756㌔  0  0，0甲乙  7  1Tl？も    2．4㌔  0  0．0？も  0  D．0㌔  0  0．0％    2  49％   

】   0  0．0勺○  0  0  00？○  0  0．0？i  0  00％  0  00？も  0  0，0％  0  0．0㌔  0  0．0％    0  0．09ム   

『  
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県】  

～3人未満  3人以上～6人未満  6人以上－9人未満  9人以上－12人夫満  12人以上－  
センター総数  

センター数  割合  センター敷  割合  センター数  割合  センター数  割合  センター数  割合   

合計  3．g76   541   13．6％   2，600   65．4％   478   12．0，ら   185   4．7ウi   172   4．3％   

北濃道   248   96   38．7％   107   43．1％   24   9．7％   17   6．9％   4   1．6％   

2  青森県   58   19．0％   3ヰ   58．6％   8   13．8％   4   6．9％   1．7？も   

3  岩手県   50   7   14．0％   28   56．0％   9   18．0ワi   6   12．0％   0   0．0％   

4  宮城県   102   10   9．8％   85   83．3％   7   6．9％   0   0．0％   0   0．0ワi   

5  秋田県   44   5   11．4％   33   75．0％   3   6．8？i   2   4．5？も   2．3？i   

山形県   57   15   26．3％   34   59．6％   7   12．3％   0   0．0％   1．8％   

7  福島県   36   32．4％   66   59．5％   5   4．5％   3   2．7％   0．9％   

8  茨城県   54   2   3．7％   39   72．2％   10   18．5％   1．9％   2   3．7％   

栃木県   83   10   12．0％   68   81．9％   4   4．8％   1．2％   0   0．0％   

10  群馬県   38   13   34．2％   12   31．6‰   5   13．2％   2   5．3％   6   15．8？i   

埼玉県   215   13   6．0％   192   89．3％   9   4．2％   0．5％   0   0．0％   

12  千葉県   99   12   12，1％   57   57．6％   17   17．2％   7   7．1％   6   6．1％   

】3  東京都   341   9   2．6％   274   80．4％   48   14．1％   3   0．9％   7   2．1％   

14  神奈川県   278   26   9．4％   240   86．3％   ‖   4．0％   0   0．0％   0．4％   

新潟県   ＝‖   24   21．6％   80   72．1％   5   4．5％   0．9％   0，9％   

】6  吉山県   51   9   17．6％   33   64．丁％   9   17．6％   D   0．0？i   0   0．0％   

1了  石川県   38   2．6％   22   57．9％   28．9％   2   5．3％   2   5．3％   

18  福井県   28   2   7．1％   21   75．0％   2   7．1％   3   10．7％   0   0，0％   

19  山梨県   37   ‖   29．7％   18   48．6％   3   8．1％   5   13．5％   0   0．0％   

20  長野県   118   41   34．7％   60   50．8％   9   7．6％   5   4．2％   3   2．5％   

21  岐阜県   67   8   11．9％   47   70．1％   5   7．5％   4   6．0％   3   4．5％   

22  静岡県   120   14   11．7％   93   77．5％   ‖   9．2％   0．8％   0．8％   

23  愛知県   174   18   10．3％   104   59．8％   34   19．5％   15   8．6％   3   1．7％   

24  三重県   45   2   4．4％   32   71．1％   4   8．9％   5   ＝＝ヽ   2   4．4％   

25  j r－ ≡   84   5   14．7％   ● 32．4％   9   26．5％   5   14．7％   4   11．8％   

26  京都府   94   9   9．8％   78   83．0％   4   4．3％   2   2．1％   ト1ヽ   

27  大阪府   150   7   ヰ．7％   77   51．3％   30   20．0％   17   ‖．3％   19   12．7％   

28  兵庫県   174   3   1．7％   142   81．6％   18   10．3％   4   2．3％   7   4．0％   

29  奈良県   59   15   25＿4％   38   64．4％   4   6．8％   2   3．4％   0   0．0ヽ   

3D  和歌山県   42   10   23．8，i   23   54．8％   6   14．3％   2   4．8％   2．4％   

31  鳥取県   32   6   188ヽ   24   75．0％   0   0．0％   3．1ウi   3．1％   

32  島棉県   32   ‖   34．4％   12   37．5％   5   15．6％   3．1％   3   9．4％   

33  岡山県   56   5   8．9％   30   53．6％   2   3．即ん   5   8．9％   14   25．0％   

34  広島県   104   5   4．8，も   82   78．8％   12   11．5％   2   1，9％   3   29ヽ   

35  山口県   29   4   13．8％   37．9！も   7   24．1％   3．4％   6   20．7％   

36  徳島県   33   6   18．2％   19   57．6％   3，0％   0   0．0％   7   21．2％   

37  香川県   24   4．2％   10   41．7％   3   12．5％   4   16，7％   6   25．0％   

38  愛媛県   34   2．9％   15   44．1％   9   26，5％   3   8，8％   6   17．6％   

39  高知県   34   4   11．8％   16   47．1％   6   17．6％   5   14．了％   3   臥8％   

40  福岡県   0．9％   44   39．6％   36   32．4％   1ヰ   12．6％   16   14，4％   

41  佐賀県   21   4．8％   10   47．6，も   6   28．6％   2   9．5％   2   9．5％   

42  長崎欄   42   3   7．1％   15   35．7％   26、2％   8   14．3％   7   16．7！i   

43  熊本県   80   10   12．5％   47   58．8％   14   17．5％   7   8．8％   2   2．5％   

44  大分県   49   5   10．2％   31   63．3％   7   14，3％   2  4．1％   4   8．2％   

45  宮崎県   58   9   15．5％   39   67．2！も   5   8．6％   4   6．9％   1．7％   

46  鹿児島県   ？4   9   12．2％   29   39．2％   21   28．4％   5   6．8％   10   13．5％   

47  沖縄県   43   16  ■  37．2％   18   41．9％   2   4．7％   3   7．0％   4   93＼   

1
1
T
d
▲
′
 
 

い
㌣
・
l
葬
1
J
 
 

r政令市】  

～3人未満  3人以上－6人夫溝  6人以上－9人未満  9人以上－12人未満  12人以上－  
センター総数  

センター数  割合  センター数  割合  センター数  割合  センター勤  割合  センター数  割合   

合計  615   32   5．2，も   457   74．3％   67   10．9％   38   6．2％   21   3．4％   

札幌市   17   D   0，0†i   0   0．0％   4   23．5％   10   58．8％   3   17．6％   

2  仙台市   41   4   9＋8＼   37   90．2％   0   0．0つん   0   0，0％   0   0．0％   

3  さいたま市   25   4．0％   22   三；●   2   8．0％   0   0．0％   0   0．0％   

4  千葉市   12   0   0．0ヽ   ‖   91．7％   8．3％   0   0．0％   0   00ヽ   

5  横浜市   120   12   10．0％   104   86．7％   4   3．3％   0   0．0％   0   0．0ヽ   

6  川崎市   39   7   17．9％   32   82．1‰   0   0．0％   0   0．0％   0   0．0ヽ   

7  新潟市   26   4   15．4％   21   80．8％   J．8ヽ   0   0．0％   0   0．0？ら   

8  静岡市   23   3   13．0％   14   60．9％   6   26．1％   0   0．0％   0   0．0ヽ   

9  浜松市   lT   0   0．0％   17  100．0％   0   0．0％   0   0．0，ら   0   0．0％   

10  名古屋市   29   0   0，0％   0   0．0％   17   58．6％   37．9％   3．4％   

‖  京都市   6l   1．6％   60   98．4％   0   0．0％   0   0．0％   0   0．0％   

12  大阪市   24   0   0．0％   0   0．0％   6   25．0％   6   25．0％   12   50．0％   

13  堺市   7   0   0．0％   14．3％   2   28．6％   3   42．9％   14．3？i   

14  神戸市   74   0   0．0％   69   93．2％   4   5．4％   1．4％   0   0．0ウら   

15  広島市   4l   0   0．0％   41  100．0％   0   0．0％   0   0．0％   0   0．0％   

16  北九州市   3l   0   0．0％   24   77．4％   2   6．5％   3．2％   4   12．9％   

17  福岡市   28   0   00ヽ   4   14．3雪   18   64．3％   6   21．4％   0   0．0％   
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3．介護サービス情報の公表制度の適正な運用等について  

（1）平成21年度の調査方法等の見直しについて   

〔〕平成18年4月から段階施行された介護サービス情報の公表制度（以下「情報公  

表制度」という。）については、介護保険法第115条の29第1項の規定を踏ま  

えた介護保険法施行規則（以下「省令」という。）第140条の29の規定におい  

て、平成21年4月1日より小規模多機能型居宅介護等の15サービス（細分ベー  

ス）を追加施行するための所要の改正を行い、改正省令の公布及び改正通知の発出  

を平成21年3月F旬に予定し、平成21年度から本格的に施行することとしている。  

〔）また、既に平成20年11月4日全国担当者会議で説明したとおり、平成21年度の   

調査方法等については、制度施行後約3年が経過した現在の施行状況等を総合的に勘   

案し、運用面での見直し策として、本年度までの調査方法等を一部見直し、調査の   

効率化を行うこととしており、具体的には、次の2点を予定しているので了知され   

たい。  

訪問調査体制の効率化  

○ 調査は、一律に調査員2名以上とするのではなく、規則上は調査員1名以上   

とし、弾力的に対応するものとする（省令等の改正予定）。  

調査方法の簡素化  

O 「確認のための材料」に規定しているマニュアルや規程の有無の確認を行う   

面接調査において、 その存在が確認されたときは、当該調査年度の翌年度以降   

は特段の事情が無い限り、あらためて当該確認済材料の確認を行わないものと   

する（施行通知の改正予定）。  

○ したがって、 平成20年度面接調査において、マニュアルや規程の有無の確   

認を行う「確認のための材料」の存在が既に確認されている場合は、平成21   

年度以降の当該確認済材料の確認作業は省略化されることになる。  
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；〔参考〕「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平成18・3・31老振発03；  

31007厚生労働省老健局振興課長通知）においてお示しする、平成21年度か：                                                                                                                                        I  

ら一体的な報告・調査を行うサービス区分〔調査票様式〕（予定）  

様式① 訪問介護＋夜間対応型訪問介護＋介護予防訪問介護  

様式② 訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護  

様式③ 訪問看護＋療養通所介護＋介護予防訪問看護  

様式④ 訪問リハヒ■リテーション＋介護予防訪問リハヒヾリテーシ］ン  

様式⑤ 適所介護＋療養通所介護十認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋  

介護予防認知症対応型適所介護  

様式⑥ 通所リハヒヾリテーシ］ン＋療養通所介護＋介護予防通所リハヒヾリテーション  

様式⑦ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋特定施設入居者生活介護（有料老人  

ホーム・外部サービス利用型）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホー  

ム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特定施設入居  

者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）  

様式⑧ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋特定施設入居者生活介護（軽費老人  

ホーム・外部サービス利用型）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー  

ム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特定施設入居  

者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）  

様式⑨ 特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋特定施設入居者生活介護  

（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型）＋地域密着型特定施設入居者  

生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居者生活介護（適合  

高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸  

住宅・外部サービス利用型）  

様式⑲ 福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸与＋特定介護予防福祉用具販売  

様式⑪ 小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護  

様式⑫ 認知症対応型共同生活介護＋介護予防認知症対応型共同生活介護  

様式⑬ 居宅介護支援  

様式⑭ 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入所生活介護＋地域密着型介護  

老人福祉施設入所者生活介護  

様式⑮ 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施設）＋介護予防短期入所療養  

介護（介護老人保健施設）  

様式⑯ 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医療施設）＋介護予防短期入所：  

療養介護（介護療養型医療施設）  

（注）様式番号は、システム関係等とリンクしていない仮置きの番号である。また、各様式内におけるサー   

ビスの順番についても、現時点における仮置きの順番である。  
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（2）手数料の適切な検証・見直し等について  

ア 事業運営の透明性の確保について  

○ 情報公表制度の事業運営に当たっては、介護事業者からの手数料を充てている  

ことに鑑み、事業運営の透明性を確保するとともに、介護事業者、利用者等関係  

者の情報公表制度に対する理解を深めていただく観点から、その運営状況につい  

て毎年度公表を行うことが望ましい旨、施行時より累次要請してきているところ  

であるが、引き続き、各都道府県等のホー ムページ等を活用して、より分かりや  

すい形で積極的に事業運営の公表を行う等、事業運営の透明性の確保について、  

重ねて的確な対応をお願いしたい。  

イ 手数料の適切な検証、見直し（手数料設定の創意工夫等）について   

○ 手数料水準の妥当性等については、情報公表制度の施行以来、依然として介護  

事業者等からの疑義、意見等が多く寄せられているところであり、国会や社会保  

障審議会等の場においても、「情報公表制度について、手数料水準が高いことや、  

同一所在地事業所の同時調査の場合の手数料の設定方法等について見直しを進め  

るべきではないか」という同様の指摘がなされているところである。  

○ 現在の全国的な施行状況を見ると、事務の効率化が当初の予想以上に早く進ん  

でおり、情報公表制度の施行時の手数料算定時の考え方が実態に見合わない状況  

になっていると考えられる。  

○ 昨年7月時点の手数料設定の状況を見ると、前年度と比べて、多くの都道府県   

で見直しに向けた取組が行われていることは承知しているものの、一方で約3割   

の県が変更無しという状況であり、また、都道府県間における手数料（平均額）  

の金額の幅は約1．6倍、約2万3千円と大きな開きがある状況である。  
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○ このため、これまでも情報公表制度の全国担当者会議等の場において、管理、  

運営事務の実態について十分に検証し、対外的にも理解が得られる水準及び設定  

方法となるよう、必要な条例の見直し等について的確に取組を行うこと等を施行  

時より累次要請しているところである。  

○ また、前述のとおり、平成21年度からは、  

①訪問調査体制の効率化、  

②調査方法の簡素化、  

といった運用の見直しにより、平成20年度に引き続き、情報公表制度における  

事務負担の軽減等を図る予定であるので、見直しを踏まえた的確な対応を特にお願いする。  

○ 以上のような現状や事務の効率化等を踏まえ、例えば同一所在地における複数  

の事業所を同日に調査する場合の手数料単価については、全事業所で均一に旅費  

の効率化分を調整する設定方法で統一単価を設定することに拘ることなく、各都  

道府県の考え方や実情に応じて、2件目以降の併設事業所の手数料単価について、  

同日調査による旅費の重複分を勘案し低く設定するなど、その妥当性等について  

介護事業者等の理解が得られる手数料の水準及び設定方法となるよう、必要な条  

例の見直し等について、引き続き、的確に対応するよう強くお願いする。  

；（参考‥手数料の設定状況（平成20年7月現在））  
l  

・全国平均額 → 4．4万円／事業所   

・最も高い県 → 6．0万円／事業所  

・最も低い県 → 3．7万円／事業所  

■
一
－
．
－
 

＋
 
 

±
 
 

＋
 
 

∵
 
 

＋
 
 

】
 
 

＋
 
 

■  

－200－  



（3）制度の適正な運用等について  

ア 制度の活用促進について  

○ 情報公表制度は、利用者保護等の観点から、介護事業所における事業運営の透  

明惟の確保、向上を図り、利用者のニーズにあった、より適切な介護サービス・  

事業所の比較検討、選択を支援する制度であり、利用者等に活用される制度とし  

て定着させることが何より重要である。  

○ しかしながら、現在の情報公表サイトのアクセス状況を見ると、都道府県間  

で事業者数の差（約20倍の差）、要介護（要支援）認定者数の差（約13倍）  

を超える大きな差（約50倍の差）がある状況であり、アクセスの低調な県（約   

1，000件／月）も散見されるところである。  

：（参考‥介護サービス情報公表サイトのアクセス数（平成20年7月分））  
l  

l  

1  

l  

l  

＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．」  

・全国合計  

・全国平均  
■  

・最も多い県  
■   ・最も少ない県  
l．＿．＿＿．．．．．＿．＿＿＿．．＿．＿．＿＿＿＿．＿  
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○ 国においては、今年度、政府広報のラジオ番組等を通じて普及啓発に取組み、   

都道府県におかれても、利用者等への普及啓発イベント、県の広報誌での紹介、   

介護事業者向け説明会など、さまざまな手法で利用者及び介護事業者などに対し、   

制度の普及啓発に努めていただいているところである。  

○ 各都道府県においては、引き続き、介護事業者に対して、制度の趣旨・目的、   

報告する介護サービス情報の内容、調査事務の性格・方法等についての普及啓発   

の積極的かつ丁寧な実施に尽力願いたい。  
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！【事業者】  
・業務の見直し機会等 → サービスの向上・改善  

●  

l  

■   （※情報公表制度がサービスの向上・改善に繋がっていると、約7割のモデル享  
、
一
＼
小
一
1
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評（年度モデル事業結果））  

：【利用者】  
比較検討材料を入手 → 選択肢の絞り込み  

何を見て選ぶのか → 視点の理解  

○ また、公表情報は、前述のとおり、利用者等に活用されることが何より重要で   

あるので、引き続き、被保険者のいる世帯、管内市区町村、地域包括支援センター、   

居宅介護支援事業所等介護サービスの利用者の相談に応じる多様な主体に向け   

て、さまざまな手法で広く情報公表制度の活用についての普及啓発を行っていただ   

きたい。  

○ 今後は、情報公表制度自体の単純な普及啓発に留まらず、利用者のニーズにあっ   

た、より適切な事業所選択を行うために、具体的に、どの項目を、どう読み判断   

すればいいのかといった介護サービス情報の活用方法（読み解き方等）について   

も、利用者等に向けて発信していくことが、情報公表制度の利用促進を図る上で重要   

なポイントと考えている。  
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○ 今般、このような普及啓発に取り組もうとする都道府県等や、既に始めている   

取組を更に発展させていきたいと考えている都道府県等の参考に資することを目   

的として、世田谷区（介護予防担当部地域福祉支援課）の御協力をいただき、世   

田谷区における介護サービス情報の公表の活用方法に関する先駆的な調査研究の   

取組事例（別添「平成21年2月9日 世田谷区保健福祉サービス向上委員会シンポ   

ジウム「これなら選べる！福祉・介護サービス情報 ！」の資料（抜粋）」）を掲載   

しているので、当該取組事例等を参考にしていただき、各都道府県における情報   

公表制度の利用促進に向けた積極的な取組をお願いしたい。国においても、こうした   

先行事例を考慮しつつ、様々な活用方法について普及を図ることとしている。  

1
1
1
丁
・
＼
イ
 
∫
 
五
き
舟
－
 
 

－202－  Ⅷ
l
l
J
T
、
咤
」
 
ィ
 
 



（参考資料：「平成21年2月9日世田谷区保健福祉サービス向上委員会  

○ゾウム「これなら選  べる！福祉・介護サービス情報  の資料（抜粋）」  ！」   

消費者のための介護サービス情報力イド  

一介護サービス情報公表から事業所を比較する－  

世田谷区保健福祉サービス向上委員会  

［調査の目的］   

介護サービス情報公表制度に基づく介護サービス情報をみれば、どのような介護サ  

ービス事業所が、どのような人材によって介護を提供しているのか、費用はいくらか  

かるのかなどが分かる。しかし、この制度はインターネットで情報を入手する仕組み  

であることや公表情報が大量であることから広く活用されているとはいえない。   

そこで、世田谷区は、区民に分かりやすい福祉・介護情報を発信する事業の一環  

として、介護サービス情報の読み解きを実施することにした。  

［介護サービス事業所選びのポイント］   

消費者と介護サービス事業者間のトラブルの発生を防ぎ、質の高い介護サービスを  

提供する事業所選びのポイントとしたのは、次の点に関する項目である。  

1誰が   （どのような実績のある事業者が）   

2 いくらで（特に、介護サービス給付以外の費用）   

3 どのような質の介護を提供するのか（スタッフに関する情報）   

4 消費者（利用者）の意見を把握する取り組みをしているか   

5 その他、利用できる時間や第三者評価の実施など  

［報告書の構成］   

9つのサーゼス＊について、まず選択のポイントごとに2つの事業所の比較を行い、  

次に、サービスごとに世田谷区の介護サービス事業所の表を掲載し、情報公表からみ  

た世田谷区の介護サービス事業所の特徴をみている。  

＊ 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、適所介護、福祉用具貸与、  

介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設  

［報告書の活用］   

介護を要する高齢者には、情報は届きにくく、届いても自分で介護サービスを選ぶこ  

とは困難な人が少なくない。高齢者、とりわけ判断能力が十分でない高齢者の権利擁護  

のためには、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の方々、居宅介護支  

援事業所の介護支援専門員、成年後見人（区民成年後見人）、日常生活自立支援制度の  

専門員や生活支援員、消費生活センターの消費生活相談員、社会福祉協議会や地域で活  

動なさっておられる方々の援助が不可欠である。本報告吾が、自らの権利行使がむずか  

しい人たちの権利擁護に少しでも役立つことを願っている。  
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介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）  

2つの有料老人ホームの基本情報＊を比較しながら有料老人ホーム選びのポイントをみる。  

＊介護サービス情報公表制度の基本情報は、事業所が記入した内容が記載されている。   
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〈次頁の表の①、②、④、⑤、⑧、⑨、⑭～⑱は省略〉  

③ 退居者数と退居後の行き先等一介護状況をみる   

・前年度の退居者数は、Aはゼロですが、Bは6人が退居しています。   

・退居後の行き先をみると、Bは自宅等、施設、医療機関とあります。  

・契約前に、これまで退居した人の理由を尋ねることと、見学をした際、  

どこまで介護をするのか、介護の現場を見ることが大切です。  

⑥ 入居一時金、初期償却率、償却年月数－ホームによって大きく異なる  

・入居一時金を徴収するホームと、毎月家賃を徴収するホームがあります。  

・入居一時金は1人入居の場合、Aは1850万～6300万円、Bは300万～560万円。  

・Aは初期償却をしませんが、Bは入居直後に20％を償却します。  

・初期償却率とは、入居一時金のうち、入居期間にかかわらず返金されない金額  

の割合のことです。  

・入居後90日以内の退居なら実費分を除き全額返還されることになっています。  

90日を過ぎると入居金の10～30％台を償却するホームがあります。  

・
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⑦ 人員配置が手厚い場合の介護利用料－0から1，000万円以上のホームも  

人員配置が手厚い場合の介護利用料はA、Bホームともにゼロですが、  

なかには数10万円から1，000万円以上というホームがあります。  

⑩ 看護職員、介護職員1人当たりの利用者数一少ないほうがよい  

Aの看護職員、介護職員1人当たりの利用者数は1．9人、Bは2．5人です。   

1人の職員が担当する利用者は少ないほうがよいといえます。  

⑪介護職員数・退職者数  ⑫介護業務に従事した経験年数一大差あり  

・要介護者数（②）は、Aホーム71人、Bホーム83人と、Bホームのほうが多いの  

ですが、介護職員数を常勤換算でみると、Aホーム39．9人に対し、Bホーム27．4  

人であり、AがBを大きく上回っています。  

・前年度の退職者数はAホームゼロに対し、Bホームは常勤16人、非常勤13人。  

・介護業務に従事した経験年数が5年以上の介護職員数（常勤と非常勤の計）を  

みると、Aホームは30人ですが、Bホームは8人です。  

⑬介護職員の資格一介護福祉士数と介護支援専門員数に差違  

・Aホームは国家資格の介護福祉士、Bホームは訪問介護員2級が多く、  

Aホームには介護支援専門員が2人いますが、Bホームにはいません。  
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A 介護付有料老人ホーム   B介護付有料老人ホーム  

事業開始年月日   牛 ノ】「】   牛月 日  

入居者数   132人（要介護71人）  100人（要介護83人）  退居者  

（要支援・自立61人）  （要支援・自立17人）   A：ゼロ   

前年度退居音数  要介護  0  要介護16人（死亡11、自宅 

旦居後の行き先  2、介護保険施設2、医療機関1）   

幕別）  自、王・要支援0  自立等1人（自宅等）   

入 居 率   92．3％  90．7％  個室か   

居  一般個室 （32ポ）  個室 （14rげ）  相部屋か  

介護個室 （33n了）  2人部屋（28n了）  

入居 t時金（1人）  1850方～6300万円  300万～560万円   

初期償却率   0  20％  

償却年月数   60～168か月  別添、返還表を参照  

解約時返還金の  入店一時金×（返還月数一人   入居一一「時金×返還金率   B：20％   

算定方法   居月数）／返還月数  

人員配置が手厚い場合の介護利用 0  

他の、一時金   0  70万～i50万円   

管理費、食費／  管理費 7．2万円  管理費 4．2万円   

月（他略）   食 費 4．2万円  

看護・介護職員1人当たり利用者数   1．9人   

介護職員数   退職者数  

（常勤換算）   （39．9人）  （27．4人）   
A、Bに大差  

百年度退職者数  常勤 0  非常勤0  常勤16人 非常勤13  

介護業務に従事  

した経験年数   常勤   非常勤   常 勤   非常勤   

1年未満   0   5人   5人   2人   

1～3年未満   2人   7人   6人   1人   経験年数  

3～5年未満   6人   7人   5人   1人   5年以上  

5～10年未満   7人   9人   7人   0   

10年以上   11人   3人   1人   0   

常勤介護職員が  介護福祉上15人  介護福祉士 4人   

有する資格   訪問介護員2級8人3級2人   訪問介護員1級2人、2轟   

（延べ人数）   介護支援専門員 2人  人、介護支援専門員0  

夜間看護・介護職員数（最少時） 3人  4人  

看護職員数   常 勤  6人  常 勤3人 非常勤4人  B：ゼロ   

その他資格者   作業療法士2人  あん摩マッサージ指圧師1人  

利用者意見把握   あり 開示あり  あり  開示なし   

第三者評価実施  なし  なし   
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